
告 示

�愛媛県規則第４４号
愛媛県動力消防ポンプ性能試験規則の一部を改正する規則

を次のように定める。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県動力消防ポンプ性能試験規則の一部を改正する

規則

愛媛県動力消防ポンプ性能試験規則（昭和３５年愛媛県規則

第２７号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第１８条の２第６号」を「第２９条第６号」に改め

る。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第９８２号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８３号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に
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指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２７５９ 米 田 滋 明 米田脳神経外科 西条市大町７０６－
４

平成１８年
５月１２日

２７６０ 医療法人ごとう小児科
医療法人
ごとう小児科

大洲市東大洲７４－
２

平成１８年
５月２５日

２７６１ 医療法人河 本 会
医療法人河本会
河 本 医 院

新居浜市新須賀町
四丁目５－３６

平成１８年
６月１日

２７６２
医療法人
はらだクリニッ
ク

医療法人
はらだクリニッ
ク

新居浜市上原三丁
目１－２９

平成１８年
６月７日

１０６５４ 株式会社東 予 薬 局
株式会社
東予薬局中須賀
店

新居浜市中須賀町
一丁目６－１１

平成１８年
６月１日

１０６５５
株式会社
アインファーマ
シーズ

アイン薬局四国
中央店

四国中央市上分町
７３４－３

平成１８年
６月１６日

毎週（火・金）曜日発行 第１７７３号 平成１８年６月３０日

平成１８年６月３０日金曜日 第１７７３号

愛 媛 県 報

５５７
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より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の

効力は、同日をもって消滅した。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第９８４号
理容師法（昭和２２年法律第２３４号）第１１条の４第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理理容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１８年１１月６日から１１月２０日までの毎月曜日

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円

�������
�愛媛県告示第９８５号
美容師法（昭和３２年法律第１６３号）第１２条の３第２項の規

定により、次のとおり講習会を指定した。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習会の名称

管理美容師資格認定講習会

２ 主催者

東京都港区虎ノ門一丁目２６番５号

財団法人理容師美容師試験研修センター

３ 講習日

平成１８年１１月６日から１１月２０日までの毎月曜日

４ 講習場所

松山市宮田町１３２番地

ピュアフル松山（勤労会館）

５ 受講料

１４，０００円

�������
�愛媛県告示第９８６号
愛媛県土木工事共通仕様書を次のように定め、平成１８年７

月１日から施行し、愛媛県土木工事共通仕様書（平成９年４

月愛媛県告示第６５３号）は、平成１８年６月３０日限り廃止する

。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のように」は、省略し、愛媛県庁並びに各地方局産

業経済部、建設部及び土木事務所に備え置いて縦覧に供する

。）

�������
�愛媛県告示第９８７号
愛媛県工事検査規程（昭和６３年４月愛媛県告示第５０９号）

の一部を次のように改正し、平成１８年７月１日から施行する

。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

第２条中「平成９年４月愛媛県告示第６５３号」を「平成１８

年６月愛媛県告示第９８６号」に改める。

�������
�愛媛県告示第９８８号
土木工事の監督に関する現場技術業務委託共通仕様書を次

のように定め、平成１８年７月１日から施行する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のように」は、省略し、愛媛県庁並びに各地方局建

設部及び土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

�������
�愛媛県告示第９８９号
建築工事監理業務委託共通仕様書を次のように定め、平成

１８年７月１日から施行する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（「次のように」は、省略し、愛媛県庁並びに各地方局建

設部及び土木事務所に備え置いて縦覧に供する。）

�愛媛県告示第９９０号
建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２９条第１項第４号の規定に基づき、次のとおり建設業者の許可を取り消した。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

２５８４ 原 田 伸
皮フ科・形成外
科はらだクリニ
ック

新居浜市上原三丁
目２７４８－１

平成１８年
５月３１日

２６６８ 後 藤 悟 志 ごとう小児科 大洲市東大洲７４－
２

平成１８年
４月３０日

許 可 番 号 許 可
年月日 商 号 又 は 名 称 代表者氏名 主たる営業所の所在地 取 消

年月日
取 り 消 し た
建 設 業 の 種 類

取消しの原因
となった事実

（般－１４）第６７３７号 平成１４年
６月５日 智葉組 智葉 和男 喜多郡内子町宿間甲６７

１－１
平成１８年
５月１日 土木工事業 建設業の廃止

（般－１３）第９２７８号 平成１３年
１１月１４日 日新電機工業所 木村 博行 松山市束本２－１２－２３ 平成１８年５月１日 電気工事業 建設業の廃止

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号

５５８
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�愛媛県告示第９９１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（般－１７）第１３０４６号 平成１７年
５月２日 ミヤウチ開発� 宮内 眞子 松山市中野町甲５０９－

６
平成１８年
５月８日

土木工事業
とび・土工工事業
石工事業
鋼構造物工事業
ほ装工事業
しゅんせつ工事業
塗装工事業
水道施設工事業

建設業の廃止

（般・特－１４）
第１５６８号

平成１４年
９月３日 宇和土建� 日置 隆則 西予市宇和町卯之町４

－５１４
平成１８年
５月１０日 建築工事業 建設業の廃止

（一部）

（般－１６）第１５６４９号 平成１６年
１０月２７日 大西電気工事 大西 史晃 松山市中村５－８－１０ 平成１８年５月１０日 電気工事業 建設業の廃止

（般・特－１４）
第１３３７号

平成１４年
６月２６日

�南海トータルコンス
トラクション 山� 信男 松山市北吉田町２４０ 平成１８年

５月１１日 鉄筋工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１４）第１２６９０号 平成１４年
６月２２日 河内設備商会 河内 利夫 大洲市長浜町下須戒甲

６８２
平成１８年
５月１１日

土木工事業
管工事業
水道施設工事業

建設業の廃止
（事業継承）

（般－１４）第１５８３号 平成１４年
１０月３日 伊勢元工務店 伊勢元 昇 宇和島市光満甲７５ 平成１８年

５月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１５）第１５４８４号 平成１６年
１月２０日 大林産業� 岩城 忠幸 松山市雄郡２－８－２５ 平成１８年５月１２日 建築工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１２７８１号 平成１４年
８月１７日 永井フォーメーション 永井 完治 松山市森松町４７２ 平成１８年

５月１６日 建築工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１５）第１４０２０号 平成１５年
６月２日 �藤堂ブロック 藤堂 幸子 松山市保免上１－１２－

２１
平成１８年
５月１８日

タイル・れんが・ブロツ
ク工事業 建設業の廃止

（般－１４）第１５０３５号 平成１４年
５月２８日 栂村工業 栂村 易明 松山市河野中須賀２８５

－６
平成１８年
５月１９日 屋根工事業 建設業の廃止

（般－１３）第３９４６号 平成１３年
５月２８日 福田鉄工� 福田 博義 四国中央市下柏町４７４ 平成１８年

５月２２日 鋼構造物工事業 建設業の廃止

（般－１３）第４００３号 平成１３年
６月２４日 愛媛サッシ販売� 上松 巧 松山市谷町１０１ 平成１８年

５月２３日 ガラス工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１３）第１３４６１号 平成１３年
７月１８日 片山板金工業所 片山 勇記 西条市小松町新屋敷甲

２０６７－７
平成１８年
５月２３日 板金工事業 建設業の廃止

（法人成り）

（般－１６）第５０３７号 平成１７年
２月１日 平岡建具店 平岡 勲 松山市永木町２－１６ 平成１８年

５月２４日 建具工事業 建設業の廃止

（般－１３）第１２５２８号 平成１４年
２月３日 �システムガーデン 渡部 修三 松山市溝辺町２８６－１ 平成１８年

５月２５日 内装仕上工事業 建設業の廃止
（一部）

（般－１６）第１４３５７号 平成１６年
１０月１２日

�西技計測コンサルタ
ント 重永 允 伊予郡砥部町原町７８３ 平成１８年

５月２５日

建築工事業
大工工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロツ
ク工事業
内装仕上工事業

建設業の廃止
（一部）

（般－１５）第１３９８０号 平成１５年
４月７日 越智左官 越智 敏晴 西条市丹原町北田野２２

３
平成１８年
５月３１日

左官工事業
屋根工事業

建設業の廃止
（法人成り）

（般－１７）第５４８４号 平成１７年
８月３１日 谷本庭園センター 谷本 康弘 大洲市新谷乙４２１－１ 平成１８年

５月３１日 造園工事業 建設業の廃止
（法人成り）

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ４９４号
上浮穴郡久万高原町東川１３６８番７から

同町東川１１０８番２まで

平成１８年６月３０日
１２：００

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号

５５９
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�愛媛県告示第９９２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局愛南土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 粟井浅海線
松山市鹿峰字池ノ下４１番３から

同市常竹字三町場甲４０６番５まで
平成１８年６月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑丙１３７番３から

同町緑丙１３１番３まで

旧 ８．０～１９．０ ０．０７８

新 １８．０～２６．０ ０．０７８

〃 〃
南宇和郡愛南町緑丙１１０番２から

同町緑丙１０６番１地先まで

旧 ４．２～１７．６ ０．１２０

新 ８．６～１８．４ ０．１２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 宇和島城辺線
南宇和郡愛南町緑丙１３７番３から

同町緑丙１３１番３まで
平成１８年６月３０日

〃 〃
南宇和郡愛南町緑丙１１０番２から

同町緑丙１０６番１地先まで
〃

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 松山東部環状線
松山市新石手甲５５番１地先から

同市新石手甲１０１番１地先まで

旧 １２．０～１７．２ ０．１１８

新 １２．０～１７．２ ０．１１８

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号

５６０
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�愛媛県告示第９９６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第９９９号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局西予土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１０００号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 松山東部環状線
松山市新石手甲５５番１地先から

同市新石手甲１０１番１地先まで
平成１８年６月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字中久保６９５５番２から

同字６９３１番地先まで

旧 ７．８～１４．０ ０．５１７

新 １１．２～９６．０ ０．４６６

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野村柳谷線
上浮穴郡久万高原町西谷字中久保６９５５番２から

同字６９４６番２まで
平成１８年６月３０日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３７８号
西予市三瓶町有太刀字カワラ９６番４から

同町有太刀字トヨウラ７１５番１地先まで

旧 ４．０～１２．３ ０．２０４

新 １０．３～４１．４ ０．２０４

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号

５６１
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�愛媛県告示第１００３号
都市計画区域のうち用途地域の指定のない区域内の建築物

の容積率等の指定（平成１６年４月愛媛県告示第７７７号）の一

部を次のように改正し、平成１８年７月１日から施行する。

その関係図書は、愛媛県庁、各地方局建設部、各地方局土

木事務所及び関係市町において公衆の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

表２の項区域の欄中「喜多郡長浜町大字下須戒」を「大洲

市長浜町下須戒」に改め、同表４の項同欄中「並びに喜多郡

長浜町大字晴海及び大字拓海並びに大字仁久、大字長浜、大

字黒田及び大字沖浦の各一部」を削る。

�������
�愛媛県告示第１００４号
建築物に関する中間検査の実施（平成１３年５月愛媛県告示

第１０２１号）の一部を次のように改正し、告示の日から施行す

る。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

２中「平成１８年６月３０日」を「平成２３年６月３０日」に改め

る。

�愛媛県告示第１００１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１００２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地（建付地）の売払い

� 売り払う土地（建付地）の所在地、地目及び地積等

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８０号
喜多郡内子町小田６３３番から

同町日野川４番まで

旧 ５．６～２８．０ ０．３８０

新 ５．６～２８．０
９．６～６０．０

０．３８０
０．３５０

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 吉田宇和島線
宇和島市住吉町字田ヶ浦９９３番１３から

同町字船蔵上６２８番１６まで

旧 ６．８～１７．７ ０．３２０

新 ９．３～１７．７ ０．３２０

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 吉田宇和島線
宇和島市住吉町字田ヶ浦９９３番１３から

同町字船蔵上６２８番１６まで
平成１８年６月３０日

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号

５６２



所 在 地
土 地 建 物

地 目 地 積 構 造 床 面 積

西条市喜多川字上川原３３１番５４ 宅 地 ３３１．７７�
木造セメント瓦葺
平家建

１１５．６３�

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産処分係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２５５８

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１８年７月１３日（木）午後２時００分

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１８年８月１日（火）午後２時００分

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地の１

愛媛県西条地方局５階入札室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融機関、指定

代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納付に代えることができ

る。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は
、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最高価

格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年

法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業

の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号

５６３
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�公 告

争議行為の通知の公表について

堀江病院医療労働協議会執行委員長山本真一から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１８年６月１９日あったので公

表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１８年度賃上げ及び一時金

２ 日時 平成１８年６月３０日午前９時より問題が完全解決に

至るまで

３ 場所 医療法人佑心会堀江病院（松山市福角町甲１５８２番

地）における同組合員が従事する全職場

４ 概要 上記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�������
�公 告

争議行為の通知の公表について

全国一般愛媛統一労働組合執行委員長大野久から次のとお

り争議行為を行う旨の通知が平成１８年６月２２日あったので公

表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 事件 平成１８年度夏季一時金、その他に関する事項

２ 日時 平成１８年７月３日正午より本問題が解決に至る間

３ 場所 財団法人正光会今治病院

（今治市高市甲７８６－１３）

財団法人正光会宇和島病院

（宇和島市柿原１２８０番地）

４ 概要 前記記載の場所において、あらゆる形の争議行為

を単独又は併用して実施する。

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１８年６月３０日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月１４日 特定非営利活動法人 花 河 野 巧 松山市萱町四丁目５番地２ この法人は、障害者に対して、その自立し
た生活を支援する活動に関する事業を行い
、もって障害者の社会への参加機会の拡大
を図ることを通じ、地域社会全体の利益に
寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月１９日 特定非営利活動法人 優広会 百 � 達 也 松山市石手一丁目６番４３号 この法人は、障害者に対して、その自立し
た生活を支援する活動に関する事業を行い
、もって障害者の社会への参加機会の拡大
を図ることを通じ、地域社会全体の利益に
寄与することを目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１８年６月１９日 特定非営利活動法人
フレンドれんげ 北 尾 栄 子 松山市井門町８５０番地２ この法人は、障害者に対して、その自立し

た生活を支援する活動に関する事業を行い
、もって障害者の社会への参加機会の拡大
を図ることを通じ、地域社会全体の利益に
寄与することを目的とする。

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

西条地区工業用水道管理事務所 平成１７年６月１日

今治地区工業用水道管理事務所 〃

今 治 病 院 〃

銅 山 川 発 電 所 〃

三 島 病 院 〃

新 居 浜 病 院 〃

北 宇 和 病 院 平成１７年６月２日

南 宇 和 病 院 〃

松 山 発 電 工 水 管 理 事 務 所 平成１７年６月７日

中 央 病 院 〃

公 営 企 業 管 理 局

総 務 課 平成１７年６月９日

発 電 工 水 課 〃

県 立 病 院 課 〃

（監査の結果）

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業における工業用水道料金未収金（納

期到来分）については、早期回収になお一層の努力が望まれる

。

� 西条地区工業用水道事業における営業外未収金については、

早期回収に努力が望まれる。

� おおむね安定した経営がなされているが、今治地区工業用水

道事業については、タオル業界の不振により給水率が４１．１６パ

ーセントと低水準である。このような厳しい状況を踏まえ、未

利用水の有効活用の観点から工業用水の上水への転用に向けた

今治市及び関係機関との協議の進展が期待される。

また、一部給水を行っている西条地区工業用水道事業につい

ては、平成１６年度末の給水量が計画給水量の２１．８４パーセント

にとどまっており、将来、建設仮勘定に整理されている未稼動

資産を本勘定に振り替えることにより、費用が大幅に増加し、

厳しい経営状況となることが予想されることから工業用水の需

要の確保に一層の努力が望まれる。

２ 土地造成事業

未処分地のうち、中小企業向け工業団地については、県内外の

企業３社に売却又は賃貸されているが、今後も引き続き、未処分

地について早期の売却等が望まれる。

３ 病院事業

� 個人医業未収金（納期到来分）については、早期回収になお

一層の努力が望まれる。

（平成１７年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

中 央 病 院 １０３，８５０，５６９ ５７，９６３，６７１ １６１，８１４，２４０

今 治 病 院 ３６，０４６，８７９ １７，７７９，５０３ ５３，８２６，３８２

三 島 病 院 １９，９００，８１０ ２，８８７，７７０ ２２，７８８，５８０

南宇和病院 １９，８５０，５６５ ７，２４８，７７７ ２７，０９９，３４２

北宇和病院 ２，２０８，１９０ ４，２１８，７５０ ６，４２６，９４０

新居浜病院 １７，５００，４９６ ２４，２０４，９４３ ４１，７０５，４３９

計 １９９，３５７，５０９ １１４，３０３，４１４ ３１３，６６０，９２３

� 医業外未収金（納期到来分）については、早期回収になお一

層の努力が望まれる。

（平成１７年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

中 央 病 院 ６３３，５２２ ６７６，０６０ １，３０９，５８２

北宇和病院 ９０１，０５３ １，７２０ ９０２，７７３

計 １，５３４，５７５ ６７７，７８０ ２，２１２，３５５

� 経営成績については、平成１６年度の総収益は３７５億１３９万円

で、前年度に比べて４，９８０万円の増加となっているが、総費用

も３７４億５，６１２万円と、前年度に比べて１億４，２８８万円の増加

となっており、結果として４，５２７万円の当期純利益を計上する

に至っている。

「単年度収支の均衡」は、「第２次財政健全化計画」におい

ても重要な経営目標の１つとされており、事業全体としては、

前年度に引き続き、黒字計上を達成しているものの、前年度実

績に比べると９，３０７万円の減少となっており、また計画の１６年

度目標値（１億１，２９１万円）を達成するには至らなかった。

なお、病院別に経営成績をみると、前年度実績を上回る黒字

を計上した病院と、赤字への転落ないしは赤字幅の拡大を招い

た病院とに明暗が分かれる結果となっている。

経営改善については、当期純利益の計上に伴い、累積欠損金

の縮減も図られているが、依然として多額の累積欠損金（当年

度末残高２１６億４，４５６万円）が計上され、企業債を含む膨大な

借入金が残されているなど、厳しい財政状態が続いており、今

後とも「第２次財政健全化計画」に基づき、一層の経営改善努

力が求められるところである。

黒字の確保ないしは、赤字幅の縮小を図るための方策として

は、

○新たな顧客の獲得あるいは新たな需要の喚起等によって、

収益そのものの増加を図ること

○収益に対応して増減する変動費（薬品費・診療材料費等）

の収益に対する比率について引き下げを図ること

○収益の増減に関わりなく発生する固定費（人件費・諸経費

等）について、縮減を図ること

の３つに大別することができるが、各病院においては、職員の

経営状況に対する理解や経営への主体的な参画意識を一層深め

ながら、それぞれの持つ強み・弱み、地域の医療需要、他の医

療機関との競合状況等を総合的に勘案した上で、適切な方策を

選択していくことが望まれる。

（措置の内容）

１ 工業用水道事業

� 西条地区工業用水道事業の工業用水道料金未収金（納期到来

分）（平成１６年度末現在５，９２６，３６６円）については、滞納企業

に対し「工業用水道料金に係る確認書及び納付計画書」や「工

業用水使用廃止届出書」の提出を求めたほか、督促状の送付、

訪問、電話等による納入指導を継続して実施した。
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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

この結果、同地区に係る平成１７年度末現在の未収金について

は、給水企業の資金繰りの悪化などから、滞納企業は２社から

３社となったが、未収金額は４０２，１２０円減少した。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、

未収金の早期回収に努めたい。

� 西条地区工業用水道事業の営業外未収金（納期到来分）（平

成１６年度末現在８８７，３８６円）については、滞納企業に対し、訪

問、電話等による納入指導を継続して実施するとともに、督促

状の送付や「工業用水道料金に係る確認書及び納付計画書」の

提出を求めるなど、納入督促に努めたが、企業の資金繰りの悪

化などから回収には至らず、平成１７年度末現在の未収金額は１

，４９８，１１０円となっている。

今後とも、工業用水道料金の適期収入に留意するとともに、

未収金の早期回収に努めたい。

� 今治地区工業用水道事業については、今後の給水量拡大の見

通しも困難なことから、新たな水源を模索している今治市との

間で工業用水の一部を上水に転用する方向で、今治市及び関係

機関と協議を進めているところである。

西条地区工業用水道事業については、近年の需要動向による

と全量売水の見通しが立ち難いことから、工業用水の有効活用

をあらゆる方向から検討するため、地元市も交えた「西条地区

工業用水利用促進協議会」を平成１８年４月に開催し、早期に今

後の経営健全化に向けて具体的方策に取り組めるよう努めてい

るところである。

２ 土地造成事業

平成１７年度には新たに４社に分譲し、中小企業向け工業団地の

９６．６％（５．５４�のうち５．３５�）を分譲した。残地（０．１９�）につ
いても早期に売却できるよう、経済労働部とも協議のうえ適切に

対応して参りたい。

３ 病院事業

� 個人医業未収金については、発生を極力防止するとともに、

発生した場合は、速やかな回収に努めている。平成１７年度は、

平成１４年度に策定した「愛媛県病院事業未収金取扱要領」に基

づき、未収金発生時の早期督促の強化や診療費等預り金の制度

化、債権管理方法の統一などを行い、未収金の発生防止に努め

るとともに、各病院で未収金回収計画を策定し、効率的な回収

を図っている。また、病院事務局職員全員を現金取扱員として

任命し、本局と病院事務局職員による共同臨戸訪問を実施する

など、回収強化を図っている。さらには、前記未収金取扱要領

を改正し、平成１８年４月１日から悪質未納者に対する法的措置

による回収手続をルール化したところであり、今後とも、未収

金の発生防止と早期回収に一層努力して参りたい。

（平成１８年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

１７年３月３１日
現在の未収金

中 央 病 院 １０１，８７５，９８６ ７３，４３２，２２７１７５，３０８，２１３１６１，８１４，２４０

今 治 病 院 ３６，２９３，５０８ １７，８４８，００８ ５４，１４１，５１６ ５３，８２６，３８２

三 島 病 院 １７，３４７，２３０ ４，１４８，３１０ ２１，４９５，５４０ ２２，７８８，５８０

南宇和病院 ２３，９０２，７３５ ４，３２４，５２０ ２８，２２７，２５５ ２７，０９９，３４２

北宇和病院 ２，４９４，９１０ ５，６２９，５７５ ８，１２４，４８５ ６，４２６，９４０

新居浜病院 ２４，９７４，４６８ ２４，１７２，９８６ ４９，１４７，４５４ ４１，７０５，４３９

計 ２０６，８８８，８３７１２９，５５５，６２６３３６，４４４，４６３３１３，６６０，９２３

� 医業外未収金についても、個人医業未収金と同様に、前記未

収金取扱要領に基づき、未収金の発生防止及び回収強化を図っ

ているところであり、今後とも、未収金の発生防止と早期回収

に一層努力して参りたい。

（平成１８年３月３１日現在）

区 分
過年度未収金
� 円

現年度未収金
� 円

未収金合計
�＋�円

１７年３月３１日
現在の未収金

中 央 病 院 ６７６，２３２ ２９２，３５５ ９６８，５８７ １，３０９，５８２

北宇和病院 ９０１，０５３ ２８２，４４３ １，１８３，４９６ ９０２，７７３

計 １，５７７，２８５ ５７４，７９８ ２，１５２，０８３ ２，２１２，３５５

� 平成１５年度に策定した「第２次財政健全化計画」（平成１６年

度～２０年度）では、財政健全化に向けた各方策の実施により、

引き続き、収益の増加と費用の節減に努め、累積欠損金の縮減

を図ることとしている。その実施に当たっては、院長及び経営

管理主任である事務局長が中心となり、あらゆる機会を通じ、

病院職員に対し、計画の目的や目標数値、実施の必要性など、

その内容を周知徹底することにより、経営意識やコスト意識を

高揚させるとともに、経営管理会議等において、本局との連携

のもとに、財政健全化に係る経営分析に基づいた計画の執行管

理を行っているところであり、今後とも、本局と病院の職員が

一丸となって、財政健全化に向けた努力を行って参りたい。

また、各病院の特色、各地域における医療資源、医療需要等

を総合的に判断し診療機能の見直しを行うとともに、病床規模

や患者実態に見合う職員の適正配置や、診療材料の購入単価を

統一することによる廉価購入、既存の外部委託の見直しや新た

な外部委託等の検討により運営の効率化と経費の削減を図り、

さらに各県立病院に設置している地域医療連携室の活用による

病病・病診連携の推進を図っていくことにより、県民に高度で

良質な医療を提供し、併せて患者増による収益増を図って参り

たい。

なお、単年度で５億円を超える赤字を計上していた県立北宇

和病院は、県立病院としての役割は終えていたため、第２次財

政健全化計画に基づき、平成１７年度末に廃止し、地元町に移譲

したところである。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１７年７月１９日

今 治 地 方 局 健 康 福 祉 環 境 部 〃

今 治 地 方 局 建 設 部 平成１７年７月２１日

宇 和 島 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１７年７月２７日

宇和島地方局健康福祉環境部 〃

西 条 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１７年８月２４日

松 山 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１７年９月７日

八 幡 浜 地 方 局 総 務 県 民 部 平成１７年９月１２日

（監査の結果）

１ 県税については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整

理についても一層の努力が望まれる。（今治地方局総務県民部）

（宇和島地方局総務県民部）
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（西条地方局総務県民部）

（松山地方局総務県民部）

（八幡浜地方局総務県民部）

２ 母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理

についてもなお一層の努力が望まれる。

（今治地方局健康福祉環境部）

３ 知的障害者福祉施設入所措置費負担金については、滞納繰越分

の整理に一層の努力が望まれる。

（宇和島地方局健康福祉環境部）

４ 県営住宅貸付料については、適期収入に留意するとともに滞納

繰越分の整理についてもなお一層の努力が望まれる。

（今治地方局建設部）

（措置の内容）

１ 今治、宇和島、西条、松山、八幡浜各地方局総務県民部

� 今治地方局総務県民部

県税の適期収入については、自動車税の自主納税を促進する

と同時に、大量かつ広範な事案である自動車税納税を通じて適

正な納税意識の涵養を図るため、自動車税納期内納付キャンペ

ーンにおいて、夜間・休日出張窓口等を開設するなど、納税機

会の拡大と納税者の利便性の向上に努めるとともに、街頭啓発

やラジオ放送を活用した効果的な広報活動を展開した。

滞納整理については、納期内納税者との均衡を図る観点から

、納税資力を有しながら納税意思のない滞納者に対し、滞納処

分を前提とした厳格な整理方針を一層推進し、次のとおり組織

的かつ計画的な滞納整理に努めた。

○的確な事案管理と進行管理の徹底により、早期の調査・差

押に着手

○滞納処分の判断資料となる資力調査を効率的に行うため、

財産調査の担当グループを設置

○換価性の高い預貯金、生命保険を重点的に調査

なお、「年末滞納クリーンアップ月間」には、夜間収納窓口

を開設するとともに、夜間催告や滞納者全員への差押予告書の

一斉送付を実施するなど、集中的、計画的に滞納整理を行った

。

その結果、平成１７年度に繰り越した未収金７８４，０２５，７７４円が

平成１８年３月３１日現在で３７９，６４１，６０５円に減少した。

今後とも、県民の納税意識の高揚を図り、県税の適期収入に

努めるとともに滞納繰越分の整理を進め、税収の確保に努力し

たい。

� 宇和島地方局総務県民部

県税の適期収入については、県の街頭啓発活動等による広報

や市町を通じた広報等により期限内自主納税の促進に努めた。

滞納となったものについては、総務部長を本部長、各地方局

長を本部員とする愛媛県徴収確保対策本部において策定した滞

納整理基本方針に基づき、当局では財産・勤務先（給料）等調

査、文書及び電話催告、差押強化月間等の滞納整理年間スケジ

ュールを策定のうえ、効率的な滞納整理に努力した結果、平成

１７年度に繰越した未収金２３８，５９６，３６３円が、平成１８年３月３１日

現在で１６０，２４３，４０５円に減少した。

今後とも、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税

の適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めたい。

� 西条地方局総務県民部

県税の適期収入については、納税貯蓄組合の育成指導や広報

等による啓発、納期内納付キャンペーンなどにより自主納税の

促進に努めている。

滞納繰越分の整理については、滞納整理基本方針を策定し、

夜間電話催告、管内市との共同催告、債権を中心とした差押え

の早期着手と不動産や自動車の公売など換価処分の促進等の滞

納整理に努力した結果、平成１７年度に繰り越した未収金６６８，５

９８，４１２円が、平成１８年３月３１日現在３９５，３３３，６０５円に減少した

。

また、７月には一斉に催告書を発付し、１２月は、「年末滞納

クリーンアップ月間」として夜間収納窓口の開設を行うなど、

今後とも納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税の適

期収入に留意するとともに、滞納繰越分のなお一層の整理を図

ることとしている。

なお、滞納繰越額の約２分の１を占める個人県民税について

は、管内各市と連携を密にし、共同催告文書の送付、共同徴収

の実施をより積極的に働きかけるとともに特別徴収未指定事業

主に対しての特別徴収への移行を要請するなど滞納額の縮減に

向けて努めて参りたい。

また、平成１８年４月に設立された「愛媛地方税滞納整理機構

」の活用を図るよう管内各市に働きかけて参りたい。

� 松山地方局総務県民部

県税の適期収入については、自動車税納期内納付キャンペー

ン（街頭啓発活動、出張収納窓口の開設等）等で、納期内納付

の各種広報・啓発活動等を積極的に行うとともに、納税者の利

便性の向上を図ることで、期限内納付の促進に努めている。

滞納となったものについては、平成１７年度から、従来の県税

徴収確保対策委員会を発展的に解消し、総務部長を本部長・各

地方局長を本部員とした愛媛県徴収確保対策本部を新たに設置

し、滞納整理基本方針及び行動計画の策定を行うなど、県をあ

げて徴収率の向上並びに滞納繰越額の縮減を強力に推し進めて

おり、個人県民税の関係市町との共同徴収をはじめ、滞納整理

特別対策月間として「年末滞納クリーンアップ月間」等を設定

し、一斉文書催告、電話催告等を行う一方、給与・預貯金・生

命保険等を積極的に差押え、さらに公売等の換価処分を実施す

るなど、強力に滞納整理に努めた結果、松山地方局管内におい

て、平成１７年度に繰り越した未収金３，１６２，９６６，３７４円が、平成

１８年３月３１日現在で２，２０９，６１３，３７５円に減少した。

今後とも、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税

の適期収入に留意するとともに滞納繰越分の整理に努めたい。

� 八幡浜地方局総務県民部

県税の適期収入については、口座振替の推進、自動車税納期

内納付キャンペーンの実施、納税貯蓄組合の育成指導、広報に

よる啓発等により、自主納税の促進に努めた。

滞納となったものについては、総務部長を本部長とする愛媛

県徴収確保対策本部において決定された滞納整理基本方針、滞

納整理数値目標に基づき、案件ごとの対処方針を定め、整理の

進行管理を行うとともに、納税指導や差押の早期着手、１２月の

「年末滞納クリーンアップ月間」の実施等滞納整理に努めた結

果、平成１７年度に繰り越した未収金２２７，０２１，２１９円は、平成１８

年３月３１日現在で１４１，２６１，８９４円まで減少した。

今後とも、納税秩序を確立し、税収の確保を図るため、県税

の適期収入に留意するとともに、滞納繰越分の整理に努めたい

。

２ 今治地方局健康福祉環境部

母子寡婦福祉資金特別会計における母子寡婦福祉資金貸付金償

還金については、資金の貸付申請時において担当職員による制度

の十分な説明と適正な償還計画の指導を行うとともに、償還開始

時期には借主に償還が始まる旨を連絡するなど、適期収入に努め

るとともに、納付がなかった者に対しては、督促状の発送、借主

若しくは保証人への電話や訪問による督促を行うなど償還指導に

努めた。

この結果、前年度からの滞納繰越額５６０，３４０円については、平

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号
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�公表第１９号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１２項の規定

により、措置を講じた旨の通知があったので、次のとおり公

表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�������
�公表第２０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定

により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

成１７年度において償還額１０２，２７０円、償還率１８．３％の納入を得る

ことができた。

しかし、近年の景気の低迷により、離職し、管外へ転出する者

や病弱により生活に困窮し償還できない者があるなど、償還未済

額は増加する傾向にある。

この貸付金償還金は、本特別会計における貸付金の財源である

ことから、今後とも、借主の生活状況に応じた適切な償還指導に

より収入の確保に努めて参りたい。

３ 宇和島地方局健康福祉環境部

平成１６年度末において収入未済額が６０８，４００円あり、納入指導

を行った結果、１７年度中に２７４，２００円の納入があった。

また、未納者は３名であったが、１名完納したので残り２名と

なった。

未納者は、それぞれ経済的な理由で一括納入が難しいことから

支払計画書を提出させており、現在計画的に納入が行われている

ところである。

今後とも負担金支払計画書に基づき早期に完納するよう指導し

て参りたい。

４ 今治地方局建設部

平成１６年度末時点における県営住宅貸付料滞納分（２７名１，９３４

，４００円）については、滞納者及び保証人に対し、督促状の送付、

呼出し、訪問指導等を行い未収金の徴収に努めた結果、平成１７年

度において２２名１，１８４，６００円の納入があった。

今後とも住宅貸付料の適期収入に留意するとともに、滞納繰越

分については収入の確保に努めて参りたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

今 治 工 業 高 等 学 校 平成１８年２月７日

（監査の結果）

授業料については、納期限内の収入確保に努められたい。

区分 収入未済額（円） 備考

平成１７年１１月３０日現在 １，１４４，９５０

平成１８年１月１８日（予備監査日）現在 ５６７，０００

（措置の内容）

授業料の収入未済額については、保護者との面談等により督促し

、平成１８年３月３１日に完納した。

今後は、さらに保護者との連絡を密にし、適期収入に努めたい。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

東 京 事 務 所 平成１８年４月１２日

研 修 所 〃

消 費 生 活 セ ン タ ー 〃

農 業 大 学 校 〃

建 設 研 究 所 〃

中 央 児 童 相 談 所 平成１８年４月１８日

知 的 障 害 者 更 生 相 談 所 〃

保 育 専 門 学 校 〃

愛 媛 整 肢 療 護 園 〃

精 神 保 健 福 祉 セ ン タ ー 〃

衛 生 環 境 研 究 所 〃

計 量 検 定 所 〃

婦 人 相 談 所 〃

身 体 障 害 者 更 生 相 談 所 平成１８年４月２０日

果 樹 試 験 場 〃

動 物 愛 護 セ ン タ ー 〃

中 予 水 産 試 験 場 平成１８年５月１６日

松 山 高 等 技 術 専 門 校 平成１８年５月１９日

林 業 技 術 セ ン タ ー 平成１８年５月２４日

窯 業 試 験 場 〃

工 業 技 術 セ ン タ ー 〃

医 療 技 術 大 学
（医療技術短期大学を含む。） 〃

歯 科 技 術 専 門 学 校 〃

大 阪 事 務 所 平成１８年５月２６日

宇 和 島 高 等 技 術 専 門 校 平成１８年５月３０日

南 予 児 童 相 談 所 〃

水 産 試 験 場 〃

（監査の結果）

平成１７年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好であったが、一部の機関において次

の事項が認められた。

１ 児童福祉施設入所措置費負担金について、所得税額の計算誤り

により、計５４４，１４０円（平成１７年４月から平成１８年２月までの１１

ヵ月分）の調定漏れとなっていた。 （中央児童相談所）

２ 児童福祉施設入所措置費負担金については、納期限内の収入確

保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区分
収入未済額（円）

備考
現 年 分 滞納繰越分 計

１７年 度 １６，９４３，５９０ ５４，８５８，４４０ ７１，８０２，０３０ 平成１７年１２
月３１日現在
（対前年同
月比）

１６年 度 １５，１６４，７００ ５５，９０８，４４０ ７１，０７３，１４０

差引増減 １，７７８，８９０ △１，０５０，０００ ７２８，８９０

愛 媛 県 報平成１８年６月３０日 第１７７３号
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�公表第２１号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定

により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一
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�公表第２２号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第９項の規定

により、監査の結果を次のとおり公表する。

平成１８年６月３０日

愛媛県監査委員 吉 久 宏

同 壺 内 紘 光

同 玉 井 実 雄

同 竹 田 祥 一

�愛媛県公営企業管理規程第９号
愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程を次のよ

うに定める。

平成１８年６月３０日

愛媛県公営企業管理者 和 氣 政 次

愛媛県立病院料金規程の一部を改正する管理規程

愛媛県立病院料金規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第１１号）の一部を次のように改正する。

別表第１禁煙補助剤投薬料の項を削る。

附 則

この管理規程は、公布の日から施行する。

�公 告

環境影響評価方法書について

愛媛県環境影響評価条例（平成１１年愛媛県条例第１号）第

５条の規定により、次の対象事業について環境影響評価方法

書を作成したので、同条例第７条の規定により、次のとおり

公告します。

なお、この環境影響評価方法書について、環境の保全の見

地からの意見を書面により提出することができます。

（中央児童相談所）

３ 児童福祉施設入所措置費負担金については、納期限内の収入確

保に努めるとともに、滞納繰越額の縮減に一層努められたい。

区分
収入未済額（円）

備考
現 年 分 滞納繰越分 計

１７年 度 ２，３１５，１６４ ６，９５６，０８０ ９，２７１，２４４ 平成１８年２
月２８日現在
（対前年同
月比）

１６年 度 ２，７２８，１７０ ７，５６５，３８０ １０，２９３，５５０

差引増減 △４１３，００６ △６０９，３００ △１，０２２，３０６

（南予児童相談所）

４ 授業料については、納期限内の収入確保に努めるとともに、滞

納繰越額の縮減に一層努められたい。

区分
収入未済額（円）

備考
現 年 分 滞納繰越分 計

１７年 度 １，０３８，０００ ４０５，３００ １，４４３，３００ 平成１７年１２
月３１日現在
（対前年同
月比）

１６年 度 ３，８１４，８００ ４０５，３００ ４，２２０，１００

差引増減 △２，７７６，８００ ０ △２，７７６，８００

（医療技術大学）

宇 和 島 水 産 高 等 学 校 〃

（監査の結果）

平成１７年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好と認められた。

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

伯 方 高 等 学 校 平成１８年４月１２日

弓 削 高 等 学 校 〃

上 浮 穴 高 等 学 校 〃

小 田 高 等 学 校 〃

伊 予 農 業 高 等 学 校 〃

三 間 高 等 学 校 〃

北 宇 和 高 等 学 校 〃

津 島 高 等 学 校 〃

南 宇 和 高 等 学 校 〃

松 山 教 育 事 務 所 平成１８年４月２０日

中 山 高 等 学 校 平成１８年５月１６日

伊 予 高 等 学 校 〃

生 涯 学 習 セ ン タ ー 平成１８年５月１９日

総 合 教 育 セ ン タ ー 〃

中 央 青 年 の 家 〃

吉 田 高 等 学 校 平成１８年５月３０日

宇 和 島 東 高 等 学 校 〃

宇 和 島 教 育 事 務 所 〃

宇和島南中等教育学校・宇和島南高
等学校 平成１８年５月３１日

監 査 対 象 機 関 監 査 年 月 日

松 山 東 警 察 署 平成１８年４月２０日

松 山 西 警 察 署 〃

伊 予 警 察 署 平成１８年５月１６日

久 万 高 原 警 察 署 平成１８年５月２４日

宇 和 島 警 察 署 平成１８年５月３０日

伯 方 警 察 署 平成１８年５月３１日

愛 南 警 察 署 〃

（監査の結果）

平成１７年度における予算の執行その他について、それぞれ監査を

実施したところ、おおむね良好と認められた。
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古紙配合率100％再生紙を使用しています 

平成１８年６月３０日

オオノ開發株式会社

代表取締役 大野 照旺

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

� 事業者の名称 オオノ開發株式会社

� 代表者の氏名 代表取締役 大野 照旺

� 主たる事務所の所在地 松山市北梅本町甲１８４番地

２ 対象事業の名称、種類及び規模

� 名称 オオノ開發株式会社東温処分場廃棄物焼却施設

整備事業

� 種類 産業廃棄物焼却施設の設置の事業

ごみ焼却施設の設置の事業

� 規模 １日当たりの処理能力 １２０トン ２基

３ 対象事業が実施されるべき区域

愛媛県東温市河之内北引岩乙８２５－３外

（オオノ開發株式会社 東温処分場内）

４ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められ

る地域の範囲

愛媛県西条市及び東温市

５ 環境影響評価方法書の縦覧の場所、期間及び時間

� 縦覧場所 愛媛県庁、西条市役所、西条市役所丹原総

合支所、東温市役所

� 縦覧期間 平成１８年６月３０日から平成１８年７月３１日ま

で（土、日、祝日を除く。）

� 縦覧時間 ９時から１７時まで

６ 環境影響評価方法書についての意見書の提出期限及び提

出先並びに意見書に記載すべき事項

� 提出期限 平成１８年８月１４日

� 提出先

〒７９１―０２４２ 松山市北梅本町甲１８４番地

オオノ開發株式会社

� 意見書に記載すべき事項

ア 意見書を提出しようとする者の氏名及び住所（法人

その他の団体にあってはその名称、代表者の氏名及び

主たる事務所の所在地）

イ 意見書の提出の対象である環境影響評価方法書に記

載された対象事業の名称

ウ 環境影響評価方法書についての環境の保全の見地か

らの意見（日本語により、意見の理由を含めて記載す

ること。）

平成１８年６月３０日 印刷
平成１８年６月３０日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円５７０
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